
 

 

京
都
弁
護
士
会
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
コ
ロ
ナ
対
応
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
実
施
規
則
（
規
則
第
一
九
五
号
） 

 
（
目
的
） 

第
一
条 
京
都
弁
護
士
会
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
事
業
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
対
応
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
（
以
下
「
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
」
と

い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
社
会
的
混
乱
の
も
と
、
感
染
リ
ス
ク
な
く
民
事
紛
争
を
迅
速
適
正
に
解
決
す
る
場
を
提
供

す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
起
因
す
る
紛
争
を
法
に
よ
り
解
決
す
る
社
会
の
維
持
に
貢
献
し
、
も
っ
て
、
人
権
の
擁
護
及
び
社
会
正
義
の
実
現
に
資

す
る
。 

（
事
業
の
位
置
づ
け
） 

第
二
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
事
業
は
、
京
都
弁
護
士
会
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
規
程
（
会
規
第
三
十
一
号
。
以
下
「
セ
ン
タ
ー
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
事
業

と
し
て
、
セ
ン
タ
ー
が
行
う
。 

（
既
に
あ
る
事
業
と
の
関
係
） 

第
三
条 

本
事
業
は
、
セ
ン
タ
ー
規
程
第
二
条
第
一
号
の
和
解
の
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
事
業
（
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
認
証
紛
争
解
決
手
続
で
あ
る
。
）
と
は
異
な
る
、
臨
時
の
認
証
外
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。 

（
運
営
及
び
手
続
に
つ
い
て
の
規
則
） 

第
四
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
運
営
及
び
手
続
は
、
本
規
則
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
が
別
に
定
め
る
規
則
等
に
よ
る
。 

 

（
運
営
） 

第
五
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
運
営
は
、
本
規
則
に
基
づ
き
京
都
弁
護
士
会
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。 

 

（
委
員
会
の
責
務
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
事
業
の
運
営
が
、
京
都
弁
護
士
会
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
運
営
規
則
（
規
則
第
一
〇
二
号
。
以
下
「
運
営
規
則
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
二
号
の
緊
急
な
業
務
の
執
行
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
の
理
解
の
も
と
、
同
運
営
に
あ
た
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
事
業
の
運
営
に
よ
り
、
運
営
規
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
し
、
調
査

及
び
研
究
に
よ
る
知
見
を
踏
ま
え
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
必
要
な
規
則
改
正
並
び
に
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
よ
る
変
更
の
認
証
を
受
け
又
は
変
更
の
届
出
を
行
い
、
臨
時
Ｗ
ｅ

ｂ
調
停
事
業
の
内
容
を
、
セ
ン
タ
ー
規
程
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
和
解
の
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
事
業
に
取
り
込
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
の
終
期
） 

第
七
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
事
業
は
、
会
長
が
事
業
の
必
要
性
が
消
滅
し
た
と
判
断
し
、
常
議
員
会
の
議
を
経
て
事
業
の
終
了
を
命
じ
た
と
き
、
又
は
事
業
の
内
容
を
セ

ン
タ
ー
規
程
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
和
解
の
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
事
業
に
取
り
込
む
た
め
の
改
正
規
則
が
施
行
さ
れ
た
と
き
に
終
了
す
る
。 

 

（
事
務
） 

第
八
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
事
務
は
、
京
都
弁
護
士
会
事
務
局
及
び
委
員
会
が
行
う
。 

 

（
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
に
つ
い
て
の
同
意
） 



 

 

第
九
条 

当
事
者
が
、
紛
争
解
決
の
た
め
、
こ
の
規
則
の
定
め
に
従
い
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
よ
る
解
決
を
図
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
は
、
当
事
者
間
の

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
定
め
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
（
手
続
の
目
的
） 

第
十
条 
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
は
、
条
理
に
か
な
い
、
実
情
に
即
し
た
、
公
正
か
つ
妥
当
な
解
決
を
、
早
期
に
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
調
停
人
） 

第
十
一
条 
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
人
（
以
下
「
調
停
人
」
と
い
う
。
）
は
、
調
停
人
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
調
停
人
候
補
者
の
中
か
ら
セ
ン
タ
ー
が
選
任
す
る
こ
と
と

す
る
。 

２ 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
は
、
一
人
の
調
停
人
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
相
当
と
認
め
た
場
合
は
、
二
人
又
は
三
人
の
調
停
人
に
よ
り
行
う
。 

 

（
調
停
人
候
補
者
） 

第
十
二
条 

会
長
は
、
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
て
、
調
停
人
候
補
者
を
次
の
者
の
中
か
ら
委
嘱
す
る
。 

一 

セ
ン
タ
ー
規
程
第
五
条
第
三
項
の
あ
っ
せ
ん
人
・
仲
裁
人
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
会
員 

二 

セ
ン
タ
ー
規
程
第
五
条
の
二
の
補
助
者
と
し
て
、
和
解
成
立
に
至
っ
た
事
件
の
職
務
を
三
件
以
上
行
っ
た
経
験
の
あ
る
弁
護
士
会
員 

三 

弁
護
士
登
録
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
間
（
判
事
、
判
事
補
又
は
検
事
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
の
あ
る
弁
護
士
会
員
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
期
間
を

算
入
す
る
。
）
以
上
の
弁
護
士
会
員 

２ 

調
停
人
候
補
者
の
任
期
は
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
事
業
の
終
期
ま
で
と
す
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
長
が
委
嘱
し
た
調
停
人
候
補
者
を
調
停
人
候
補
者
名
簿
に
登
録
し
、
こ
れ
を
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
る
。 

４ 

セ
ン
タ
ー
は
、
調
停
人
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
調
停
人
候
補
者
に
、
調
停
人
と
し
て
不
適
切
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
、
当

該
調
停
人
候
補
者
の
名
簿
の
登
録
を
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
調
停
人
の
責
務
） 

第
十
三
条 

調
停
人
は
、
第
十
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
懇
切
丁
寧
を
旨
と
し
、
公
平
な
立
場
に
立
っ
て
、
当
事
者
双
方
か
ら
事
実
関
係
、
事
情
及
び
現
在
の
状
況

を
聞
き
、
当
事
者
に
調
停
案
の
提
示
を
求
め
、
当
事
者
双
方
が
望
む
場
合
に
は
調
停
案
を
提
示
す
る
な
ど
、
話
合
い
を
旨
と
し
た
手
続
を
進
め
、
迅
速
に
紛
争
を
解
決

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
調
停
の
実
施
） 

第
十
四
条 

調
停
人
は
、
本
規
則
及
び
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
手
続
を
行
い
、
事
件
終
了
後
、
そ
の
結
果
を
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
受
付
担
当
委
員
） 

第
十
五
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
受
付
事
務
を
行
う
た
め
、
受
付
担
当
委
員
を
置
く
。 

２ 

受
付
担
当
委
員
は
、
五
人
以
内
と
し
、
委
員
会
委
員
の
中
か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

受
付
担
当
委
員
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 

一 

申
立
受
付
か
ら
受
理
に
至
る
通
知
及
び
説
明
等
に
関
す
る
事
務 



 

 

 

二 

相
手
方
へ
の
通
知
、
説
明
及
び
応
諾
意
思
確
認
に
関
す
る
事
務 

 
三 

第
一
回
調
停
期
日
の
日
程
調
整
に
関
す
る
事
務 

４ 
セ
ン
タ
ー
は
、
受
付
担
当
委
員
を
調
停
人
に
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
調
停
人
、
委
員
会
委
員
等
の
守
秘
義
務
等
） 

第
十
六
条 
調
停
人
、
委
員
会
の
委
員
及
び
本
会
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
な
く
事
件
に
関
す
る
事
実
、
事
件
を
通
じ
て
知
り
得
た
事
実
及
び
事
件
の
結
果
を
他
に
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。 

２ 

調
停
人
は
、
前
項
に
規
定
す
る
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
秘
密
保
持
に
関
す
る
誓
約
書
を
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
誓
約
書
の
提
出
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
等
適
宜
の
方
法
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
会
の
委
員
長
は
、
担
当
職
員
の
中
か
ら
文
書
管
理
責
任
者
を
任
命
し
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
の
業
務
に
関
す
る
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文
書
に

対
す
る
盗
難
又
は
不
正
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
の
文
書
管
理
を
行
わ
せ
る
。 

 

（
当
事
者
の
守
秘
義
務
） 

第
十
七
条 

当
事
者
（
代
理
人
を
含
む
。
）
そ
の
他
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
期
日
に
参
加
し
た
者
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
事
件
に
関
す
る
事
実
、
手
続
を
通
じ
て
知
り
得

た
事
実
又
は
手
続
の
結
果
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
非
公
開
） 

第
十
八
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
は
、
非
公
開
と
す
る
。 

 

（
録
音
録
画
の
禁
止
） 

第
十
九
条 

当
事
者
（
代
理
人
を
含
む
。
）
そ
の
他
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
期
日
に
参
加
し
た
者
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
を
録
音
し
、
又
は
録
画
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 

（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
及
び
設
定
等
） 

第
二
十
条 

当
事
者
は
、
セ
ン
タ
ー
又
は
調
停
人
が
指
定
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

当
事
者
は
、
前
項
の
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
又
は
調
停
人
の
指
定
に
従
い
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
ブ
ラ
ウ
ザ
等
の
環
境
を
準
備
し
、
又
は
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

当
事
者
は
、
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
に
よ
る
調
停
期
日
に
参
加
す
る
手
順
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
又
は
調
停
人
の
指
定
し
た
順
序
及
び
方
法
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
調
停
人
の
除
斥
） 

第
二
十
一
条 

調
停
人
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
手
続
か
ら
除
斥
さ
れ
る
。 

一 

調
停
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
が
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
と
き
、
又
は
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
と
共
同
権
利
者
、
共
同
義
務
者
若
し
く

は
償
還
義
務
者
の
関
係
に
あ
る
と
き
。 

二 

調
停
人
が
当
事
者
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同
居
の
親
族
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
。 

三 

調
停
人
が
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
、
補
助
監
督
人
、
任
意
後
見
人
、
任
意
後
見
監
督
人
若
し
く
は
委
任
に
よ
る
財

産
管
理
者
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
。 



 

 

四 

調
停
人
が
事
件
に
つ
い
て
証
人
又
は
鑑
定
人
と
な
っ
た
と
き
。 

五 

調
停
人
が
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
。 

六 

調
停
人
が
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
か
ら
法
律
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
。 

七 
調
停
人
が
事
件
に
つ
い
て
過
去
の
仲
裁
判
断
に
関
与
し
た
と
き
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
除
斥
の
原
因
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
除
斥
の
決
定
を
す
る
。 

 

（
調
停
人
の
忌
避
） 

第
二
十
二
条 

当
事
者
は
、
調
停
人
に
公
正
性
又
は
独
立
性
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
調
停
人
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
忌
避
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
忌
避
の
理
由
が
あ
る
か
否
か
を
調
査
し
、
判
断
す
る
た
め
、
委
員
会
委
員
三
人
の
合
議
体
に
よ

る
小
委
員
会
を
設
置
す
る
。 

３ 

前
項
の
小
委
員
会
は
、
調
停
人
の
忌
避
の
理
由
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
。 

４ 

忌
避
に
理
由
が
あ
る
と
す
る
判
断
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

５ 

忌
避
に
理
由
が
な
い
と
す
る
判
断
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

前
項
に
規
定
す
る
不
服
申
立
て
に
対
し
て
は
、
委
員
会
が
判
断
す
る
。 

７ 

前
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
判
断
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
調
停
人
の
辞
任
又
は
解
任
等
） 

第
二
十
三
条 

調
停
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

当
事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
合
意
に
よ
り
、
調
停
人
の
解
任
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
決
議
に
よ
り
、
調
停
人
を
解
任
す
る
。 

一 

調
停
人
の
心
身
の
状
態
が
そ
の
職
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

二 

当
該
調
停
人
か
ら
解
任
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

４ 

調
停
人
が
欠
け
た
場
合
は
、
新
た
に
選
任
す
る
。 

 

（
期
日
の
場
所
等
と
当
事
者
の
参
加
） 

第
二
十
四
条 

期
日
は
、
当
事
者
及
び
調
停
人
の
全
員
が
、
着
座
し
て
安
全
に
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
、
固
定
し
た
機
器
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
等
持
ち
運
び
を
前
提
と
す
る
機
器
を
、
手
を
添
え
る
こ
と
な
く
そ
の
位
置
を
固
定
し
て
用
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
Ｗ
ｅ
ｂ

会
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
双
方
が
同
意
す
る
場
合
は
、
京
都
弁
護
士
会
館
内
、
当
事
者
の
居
住
地
、
紛
争
に
関
係
す
る
特
定
の
場

所
、
調
停
人
の
法
律
事
務
所
又
は
調
停
人
が
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
当
事
者
及
び
調
停
人
の
全
員
が
出
頭
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

期
日
を
開
催
す
る
場
合
の
開
催
時
間
は
、
毎
日
（
休
日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
調
停
人
の
指
定
し
た
時
間
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

当
事
者
の
一
方
が
適
式
な
期
日
の
通
知
を
受
け
な
が
ら
参
加
し
な
い
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
停
人
は
、
期
日
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
停
人
は
、
次
の
期
日
を
開
催
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
に
お
い
て
、
前
回
の
期
日
の
要
領
を
参
加
し
な
か
っ
た
当
事
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な



 

 

ら
な
い
。 

 
（
連
絡
、
通
知
及
び
書
類
の
送
付
等
） 

第
二
十
五
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
連
絡
及
び
通
知
は
、
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
て
行
う
。 

２ 
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
書
類
の
送
付
は
、
当
該
書
類
の
内
容
を
電
子
メ
ー
ル
本
文
に
テ
キ
ス
ト
表
記
し
、
又
は
当
該
書
類
の
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
メ
ー
ル

に
添
付
し
て
行
う
。 

３ 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
連
絡
、
通
知
又
は
書
類
の
送
付
（
以
下
「
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
連
絡
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
当
事
者
又
は
調
停
人

は
、
速
や
か
に
当
該
連
絡
等
を
受
領
し
た
旨
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
者
に
返
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
連
絡
等
は
、
開
封
確
認
メ
ー
ル
又
は
前
項
に
規
定
す
る
返
信
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
早
い
方
の
電
子
メ
ー
ル
が
送
信
さ
れ
た
と
き
に
到
達
し
た
も

の
と
み
な
す
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
件
に
関
す
る
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
連
絡
等
に
対
し
、
過
去
に
開
封
確
認
メ
ー
ル
又
は
受
信
し
た
旨
の
返
信
メ
ー
ル
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
宛
て
た
電
子
メ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
と
き
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
申
立
て
） 

第
二
十
六
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
を
申
し
立
て
よ
う
と
す
る
者
は
、
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
申
立
受
付
専
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
て
に
、
件
名
を
「
調
停
申
立
」
と
し
、
本

文
中
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
（
以
下
「
調
停
申
立
メ
ー
ル
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
立
人
に
関
す
る
次
の
情
報 

① 

氏
名
又
は
名
称 

② 

住
所
又
は
営
業
所
所
在
地 

③ 

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
た
だ
し
、
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
が
通
信
役
務
と
し
て
提
供
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
は
使
用
で
き
な
い
。
以
下
同
じ
。
） 

④ 

電
話
番
号 

二 

法
定
代
理
人
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
氏
名
及
び
住
所 

三 

任
意
代
理
人
に
よ
る
申
立
て
の
場
合
に
は
そ
の
氏
名
（
弁
護
士
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
又
は
準
会
員
で
あ
っ
て
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

職
務
上
の
氏
名
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
住
所
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及

び
電
話
番
号 

四 

相
手
方
に
関
す
る
次
の
情
報 

① 

氏
名
又
は
名
称 

② 

住
所
又
は
営
業
所
所
在
地 

③ 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
連
絡
に
利
用
す
る
こ
と
を
相
手
方
が
許
諾
し
て
い
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

④ 

③
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
な
い
場
合
は
、
送
受
信
の
実
績
の
あ
る
相
手
方
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

⑤ 

電
話
番
号 

五 

申
立
て
の
趣
旨
（
調
停
と
し
て
求
め
る
結
論
的
な
内
容
） 



 

 

六 

紛
争
の
概
要
（
現
在
紛
争
が
生
じ
て
い
る
内
容
、
経
過
等
）
及
び
申
立
て
を
根
拠
づ
け
る
理
由 

七 

証
拠
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
方
法 

八 

本
規
則
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
る
こ
と
。 

２ 
申
立
人
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
調
停
申
立
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
立
人
が
法
人
で
あ
る
と
き 

そ
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類
（
発
行
か
ら
一
か
月
以
内
の
も
の
） 

二 

法
定
代
理
人
が
あ
る
場
合 

当
該
法
定
代
理
権
を
証
す
る
書
類 

三 

任
意
代
理
人
に
よ
る
申
立
て
の
場
合 

委
任
状 

３ 

申
立
人
が
書
証
を
提
出
す
る
場
合
は
、
調
停
申
立
メ
ー
ル
に
書
証
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
を
添
付
す
る
方
法
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
代
理
人
） 

第
二
十
七
条 

弁
護
士
そ
の
他
法
律
に
よ
っ
て
代
理
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
以
外
の
者
が
代
理
人
と
な
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
個
別
の
連
絡
を
受
け
た
後
、
前
項
の
許
可
を
与
え
る
権
限
を
受
付
担
当
委
員
に
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
申
立
て
の
審
査
、
不
受
理
） 

第
二
十
八
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
調
停
申
立
メ
ー
ル
を
受
信
後
、
即
時
に
、
次
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
自
動
返
信
機
能
に
よ
り
送
信
す
る
。 

一 

調
停
申
立
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
旨 

二 

原
則
と
し
て
調
停
申
立
メ
ー
ル
受
信
日
（
休
日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜
日
の
場
合
は
次
に
到
来
す
る
最
初
の
平
日
）
の
翌
日
（
た
だ
し
、
休
日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜

日
の
場
合
は
次
に
到
来
す
る
最
初
の
平
日
）
に
、
受
付
担
当
委
員
か
ら
、
相
手
方
の
情
報
そ
の
他
申
立
内
容
の
確
認
等
を
行
う
た
め
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る

旨 

三 

審
査
の
結
果
、
調
停
申
立
て
を
不
受
理
と
し
て
以
後
の
手
続
に
進
ま
な
い
場
合
が
あ
る
旨 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
調
停
申
立
メ
ー
ル
を
、
受
付
担
当
委
員
に
転
送
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
メ
ー
ル
の
転
送
を
受
け
た
受
付
担
当
委
員
は
、
受
付
担
当
委
員
間
の
協
議
又
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ
り
、
当
該
調
停
申
立
メ
ー
ル
の
担

当
者
一
人
（
以
下
「
本
件
受
付
担
当
委
員
」
と
い
う
。
）
を
決
定
す
る
。 

４ 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
メ
ー
ル
の
転
送
を
受
け
た
日
（
休
日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜
日
の
場
合
は
次
に
到
来
す
る
最
初
の
平
日
）
の
翌
日
（
休

日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜
日
の
場
合
は
次
に
到
来
す
る
最
初
の
平
日
）
ま
で
に
、
申
立
人
に
対
し
、
次
の
内
容
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
送
付
し
、
こ
れ
に
対
す
る
応

答
を
受
け
、
相
手
方
の
情
報
そ
の
他
申
立
内
容
を
把
握
す
る
。 

一 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
本
件
の
受
付
事
務
を
担
当
す
る
弁
護
士
で
あ
り
、
調
停
人
で
は
な
い
旨 

二 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
期
日
に
は
関
与
し
な
い
旨 

三 

次
項
に
規
定
す
る
説
明
資
料
に
目
を
通
し
て
理
解
さ
れ
た
い
旨 

四 

相
手
方
の
情
報
そ
の
他
申
立
内
容
の
確
認
の
た
め
に
必
要
な
質
問
内
容 

五 

不
足
し
て
い
る
書
類
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
指
示
内
容 



 

 

５ 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
前
項
の
電
子
メ
ー
ル
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

調
停
人
の
選
任
に
関
す
る
事
項 

二 

当
事
者
が
支
払
う
報
酬
又
は
費
用
に
関
す
る
事
項 

三 
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
の
開
始
か
ら
終
了
に
至
る
ま
で
の
標
準
的
な
手
続
の
進
行 

四 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
陳
述
さ
れ
る
意
見
若
し
く
は
提
出
若
し
く
は
提
示
さ
れ
る
資
料
に
含
ま
れ
、
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
記
録
及
び

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
報
告
（
以
下
「
手
続
実
施
記
録
」
と
総
称
す
る
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
事
者
又
は
第
三
者
の
秘
密
の
取
扱
い
の
方
法 

五 

当
事
者
が
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
要
件
及
び
方
式 

六 

調
停
人
が
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
に
関
す
る
手
続
に
よ
っ
て
は
当
事
者
間
に
調
停
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
調
停
手
続
を

終
了
し
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
。 

七 

当
事
者
間
に
調
停
が
成
立
し
た
場
合
に
、
合
意
内
容
に
つ
い
て
文
書
を
紙
に
印
刷
す
る
等
し
て
作
成
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
行
わ
ず
、
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
取

り
に
よ
り
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
合
意
成
立
の
事
実
及
び
そ
の
内
容
が
確
認
可
能
な
形
で
残
さ
れ
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
。 

６ 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
連
絡
に
利
用
す
る
こ
と
を
相
手
方
が
許
諾
し
て
い
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及
び
送
受
信
の
実
績
の
あ
る
相
手
方
の

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
判
然
と
し
な
い
と
き
、
又
は
申
立
内
容
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
申
立
て
を
受
理
し
な
い
も
の
と
し
、
申
立
人

に
対
し
、
不
受
理
と
し
て
以
後
の
手
続
に
進
ま
な
い
旨
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
付
し
て
通
知
す
る
。 

一 

調
停
に
よ
る
解
決
が
法
的
に
不
可
能
で
あ
る
か
適
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の 

二 

調
停
に
よ
る
解
決
の
見
込
み
が
極
め
て
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の 

三 

具
体
的
な
事
件
性
が
欠
け
、
又
は
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
る
も
の 

四 

請
求
内
容
に
違
法
又
は
著
し
い
不
正
義
が
あ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の 

五 

事
案
の
性
質
上
、
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
で
扱
う
の
が
相
応
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の 

六 

解
決
ま
で
に
長
期
間
又
は
多
数
回
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の 

七 

大
部
の
資
料
を
基
に
し
な
け
れ
ば
適
正
な
調
停
を
実
施
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
も
の 

八 

書
証
の
原
本
を
確
認
し
な
け
れ
ば
適
正
な
調
停
を
実
施
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
も
の 

九 

申
立
て
の
趣
旨
が
判
然
と
し
な
い
も
の 

十 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
起
因
し
な
い
も
の 

 

（
申
立
て
の
受
理
及
び
通
知
） 

第
二
十
九
条 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
前
条
第
六
項
に
規
定
す
る
不
受
理
の
通
知
を
送
信
し
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申
立
人
に
対
し
、
申
立
て
を
受
理
し
た
旨
及

び
事
件
番
号
を
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
。 

 

（
相
手
方
に
対
す
る
最
初
の
通
知
） 

第
三
十
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
申
立
て
を
受
理
し
た
場
合
は
、
本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
速
や
か
に
、
相
手
方
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
送
付

す
る
。 



 

 

２ 

前
項
の
電
子
メ
ー
ル
は
次
の
要
領
で
作
成
し
、
送
信
す
る
。 

一 

タ
イ
ト
ル
は
、
「
コ
ロ
ナ
対
応
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
申
立
て
の
お
知
ら
せ
」
と
す
る
こ
と
。 

二 

本
文
に
次
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。 

① 
申
立
人
か
ら
コ
ロ
ナ
対
応
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
旨 

② 
事
件
番
号 

③ 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
本
件
の
受
付
事
務
を
担
当
す
る
弁
護
士
で
あ
り
、
調
停
人
で
は
な
い
旨 

④ 

申
立
人
の
氏
名
又
は
名
称 

⑤ 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称 

⑥ 

当
該
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
相
手
方
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
、
引
き
続
き
、
申
立
て
の
具
体
的
内
容
及
び
連
絡
事
項
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
送
付

す
る
こ
と
の
諾
否
に
つ
い
て
、
電
子
メ
ー
ル
の
返
信
に
よ
る
回
答
を
求
め
る
旨 

 

（
相
手
方
に
対
す
る
手
続
の
説
明
及
び
意
思
確
認
） 

第
三
十
一
条 

相
手
方
か
ら
、
前
条
第
二
項
第
二
号
⑥
の
回
答
に
お
い
て
承
諾
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
速
や
か
に
、
相
手
方
に
対
し
て
、
申
立

て
の
内
容
若
し
く
は
概
要
を
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
。 

２ 

前
項
の
電
子
メ
ー
ル
は
次
の
要
領
で
作
成
し
、
送
信
す
る
。 

 

一 

タ
イ
ト
ル
は
、
「
コ
ロ
ナ
対
応
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
申
立
て
の
お
知
ら
せ
（
２
）
」
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

本
文
に
次
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。 

 
 

① 

事
件
番
号 

② 

申
立
人
の
氏
名
又
は
名
称 

③ 

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称 

④ 

申
立
て
の
趣
旨 

⑤ 

申
立
人
が
主
張
し
て
い
る
紛
争
の
概
要
及
び
申
立
て
を
根
拠
づ
け
る
理
由 

 

⑥ 

第
二
十
八
条
第
五
項
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
添
付
す
る
旨
及
び
当
該
説
明
資
料
に
目
を
通
し
て
理
解
さ
れ
た
い
旨 

 

⑦ 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
手
続
に
応
じ
る
意
思
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
電
子
メ
ー
ル
の
返
信
に
よ
る
回
答
を
求
め
る
旨 

三 

第
二
十
八
条
第
五
項
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
添
付
す
る
こ
と
。 

３ 

相
手
方
が
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
手
続
に
応
じ
る
か
否
か
の
意
思
確
認
は
、
前
項
の
電
子
メ
ー
ル
へ
の
返
信
を
求
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
電
話
の
方
法
に

よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

 

（
不
応
諾
の
場
合
の
終
了
） 

第
三
十
二
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
十
条
第
一
項
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
（
最
終
日
が
休
日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜
日
の
場
合
は
次
に
到
来
す
る
最

初
の
平
日
）
に
、
前
条
第
三
項
の
方
法
に
よ
り
相
手
方
が
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
手
続
に
応
じ
る
意
思
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
事
件
を
不
応
諾
に

よ
り
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

 

２ 

前
項
の
場
合
、
本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
事
件
が
不
応
諾
に
よ
り
終
了
し
た
こ
と
を
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
。 

 
（
調
停
人
選
任
及
び
日
程
調
整
） 

第
三
十
三
条 

第
三
十
条
第
一
項
の
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
（
最
終
日
が
休
日
、
祝
祭
日
及
び
土
曜
日
の
場
合
は
次
に
到
来
す
る
最
初
の
平
日
）
に
、

第
三
十
一
条
第
三
項
の
方
法
に
よ
り
相
手
方
が
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
手
続
に
応
じ
る
意
思
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー
は
、
速
や
か
に
、
第
十
一

条
の
規
定
に
基
づ
き
調
停
人
を
選
任
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
選
任
の
後
、
本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
調
停
人
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
次
の
要
領
で
作
成
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

タ
イ
ト
ル
は
「
調
停
人
選
任
及
び
日
程
調
整
に
関
す
る
ご
連
絡
」
と
す
る
こ
と
。 

二 

次
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。 

 
 

① 

事
件
番
号 

 
 

② 

調
停
人
の
氏
名 

 
 

③ 

第
一
回
調
停
期
日
の
日
程
調
整
に
係
る
連
絡
事
項 

 
 

④ 

用
い
る
日
程
調
整
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
関
す
る
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク 

３ 

調
停
人
、
申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
速
や
か
に
、
前
項
第
二
号
③
④
の
規
定
に
基
づ
き
記
載
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
日
程
調
整
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
前
項
の
調
整
の
結
果
に
基
づ
き
調
停
人
の
意
見
を
聞
き
、
速
や
か
に
、
第
一
回
調
停
期
日
を
決
定
す
る
。 

５ 

本
件
受
付
担
当
委
員
は
、
前
項
の
期
日
を
決
定
し
た
後
、
速
や
か
に
、
調
停
人
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
第
一
回
調
停
期
日
を
電
子
メ
ー
ル
で
通
知
す
る
。

当
該
電
子
メ
ー
ル
に
は
次
の
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
件
番
号 

二 

第
一
回
調
停
期
日 

三 

以
降
の
手
続
は
全
て
調
停
人
が
行
う
旨 

四 

第
一
回
調
停
期
日
前
に
、
調
停
人
か
ら
当
事
者
に
電
子
メ
ー
ル
又
は
電
話
で
連
絡
す
る
場
合
が
あ
る
旨 

 

（
調
停
人
の
事
前
準
備
） 

第
三
十
四
条 

調
停
人
は
、
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
後
第
一
回
調
停
期
日
前
に
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
調
停
期
日
に
お
い
て

用
い
る
予
定
の
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
接
続
方
法
等
の
必
要
事
項
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
主
張
及
び
証
拠
の
提
出
） 

第
三
十
五
条 

申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
調
停
人
か
ら
前
条
の
電
子
メ
ー
ル
を
受
領
し
た
時
以
降
、
調
停
人
に
対
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
主
張
を
行
い
、
又
は
電
子
メ
ー
ル

に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
添
付
す
る
方
法
で
書
証
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
主
張
又
は
提
出
を
行
う
当
事
者
は
、
調
停
人
及
び
他
方
当
事
者
双
方
を
送
信
先
に
指
定
し
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
実
施
） 

第
三
十
六
条 

調
停
人
は
、
期
日
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
の
本
人
確
認
の
後
、
互
い
に
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
に
応
じ
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
速
や
か
に
、



 

 

調
停
手
続
を
実
施
す
る
。 

２ 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
は
、
調
停
人
、
申
立
人
及
び
相
手
方
の
全
員
が
同
時
に
一
つ
の
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
に
参
加
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

事
者
双
方
の
同
意
を
得
て
、
当
事
者
の
片
方
の
み
と
順
次
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
を
行
う
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

３ 
調
停
人
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
結
果
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
者
を
調
停
手
続
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

当
事
者
は
、
親
族
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
事
者
を
補
助
す
る
者
（
以
下
「
補
助
者
」
と
い
う
。
）
を
同
席
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
者
の
氏
名
、
職
業
及
び
当

該
当
事
者
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

調
停
人
は
、
補
助
者
の
同
席
に
つ
い
て
、
他
方
当
事
者
の
意
見
を
踏
ま
え
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
公
平
性
又
は
公
正
さ
の
観
点
か
ら
同
席
は
相
当
で
な
い
と
判

断
す
る
と
き
は
、
当
該
補
助
者
を
同
席
さ
せ
な
い
よ
う
当
事
者
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
当
事
者
の
心
得
） 

第
三
十
七
条 

申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
は
調
停
人
が
主
催
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
調
停
人
の
指
示
又
は
進
行
に
従
い
、
秩
序
を
守

っ
て
調
停
に
参
加
す
る
よ
う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
社
会
的
な
礼
節
を
守
っ
て
発
言
す
る
も
の
と
し
、
他
方
当
事
者
又
は
調
停
人
を
侮
蔑
し
、
嘲
笑
し
、
威
嚇
し
、
脅
迫
し
、
調
停
人
の
制
止

を
無
視
し
て
発
言
し
、
大
声
を
張
り
上
げ
る
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。  

 

（
期
日
の
時
間
及
び
回
数
） 

第
三
十
八
条 

期
日
は
一
回
二
時
間
以
内
と
す
る
。 

２ 

期
日
の
開
催
は
原
則
と
し
て
一
回
の
み
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
よ
り
次
の
期
日
を
指
定
す
る
場
合
を
除
き
、
更
に
期
日
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
調
停
成
立
が
強
く
見
込
ま
れ
る
場
合
に
の
み
、
調
停
人
は
、
第
二
回
期
日
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
に
お
け
る
記
録
） 

第
三
十
九
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
、
手
続
が
終
了
し
た
日
か
ら
十
年
間
保
存
す
る
。 

一 

申
立
年
月
日
、
申
立
て
の
内
容
又
は
概
要
（
申
立
て
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容
又
は
概
要
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
が
相
手
方
に
到
達

し
た
年
月
日
及
び
相
手
方
の
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
に
応
じ
る
旨
の
意
思
を
確
認
し
た
年
月
日 

二 

当
事
者
及
び
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称 

三 

調
停
人
の
氏
名 

四 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
実
施
の
経
過 

五 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
結
果
（
終
了
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
を
含
む
。
） 

六 

申
立
て
の
内
容
（
申
立
て
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容
も
含
む
。
） 

七 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
終
了
の
結
果
が
調
停
の
成
立
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
意
の
内
容 

２ 

調
停
人
は
、
期
日
が
終
了
す
る
ご
と
に
、
期
日
の
日
時
、
場
所
（
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
の
場
合
に
は
そ
の
旨
）
、
参
加
者
の
氏
名
及
び
手
続
の
経
過
の
概
要
並
び
に
期
日
間

に
お
け
る
状
況
を
電
子
メ
ー
ル
本
文
に
記
載
し
、
又
は
Ｍ
ｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｏ
ｆ
ｔ 

Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
に
よ
り
作
成
し
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
送
信
す
る

こ
と
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
に
報
告
す
る
。 



 

 

３ 

手
続
実
施
記
録
及
び
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
に
お
い
て
当
事
者
が
提
出
し
た
情
報
は
、
非
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
の
同
意
が
あ
り
、
か
つ
、
セ
ン
タ
ー
の

事
業
に
関
す
る
研
究
の
資
料
に
活
用
す
る
場
合
で
、
関
係
当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
等
、
当
事
者
が
特
定
さ
れ
得
る
事
項
を
除
外
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

４ 
第
一
項
の
記
録
以
外
の
記
録
、
電
子
メ
ー
ル
、
文
書
フ
ァ
イ
ル
又
は
そ
の
他
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
手
続
が
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
。 

 

（
調
停
の
成
立
） 

第
四
十
条 
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
に
お
い
て
調
停
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
調
停
人
は
、
調
停
調
書
、
和
解
契
約
書
又
は
合
意
書
等
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、

合
意
成
立
に
関
す
る
文
書
を
作
成
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。 

２ 

調
停
人
は
、
調
停
が
成
立
し
た
場
合
に
、
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
に
よ
り
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
合
意
が
成
立
し
た
事
実
及
び
そ
の
内
容
が
確
認
可
能
な
形
で

残
さ
れ
る
よ
う
援
助
す
る
。 

 

（
調
停
の
不
成
立
） 

第
四
十
一
条 

調
停
人
は
、
紛
争
の
性
質
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
、
調
停
に
よ
る
解
決
の
見
込
み
が
な
い
（
当
事
者
の
一
方
が
正
当
な
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
な

く
、
期
日
に
参
加
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
調
停
人
は
、
調
停
に
よ
る
解
決
の
見
込
み
が
な
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
）
と
判
断
し
た
と
き
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ

調
停
手
続
を
不
成
立
と
し
て
終
了
さ
せ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
調
停
人
は
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
終
了
理
由
の
要
旨
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
に
よ

り
通
知
す
る
。 

 

（
申
立
て
の
取
下
げ
） 

第
四
十
二
条 

申
立
人
は
、
い
つ
で
も
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
取
下
げ
に
よ
り
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
は
終
了
す
る
。 

３ 

申
立
人
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
取
下
げ
を
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
調
停
人
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期

日
に
お
い
て
、
口
頭
で
取
り
下
げ
る
旨
申
述
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

当
事
者
の
氏
名
又
は
名
称 

二 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
旨 

４ 

調
停
人
は
、
申
立
て
の
取
下
げ
に
よ
り
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
が
終
了
し
た
と
き
は
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
終
了
理
由
の
要
旨
を
記
載
し
た
電
子
メ
ー
ル

で
通
知
す
る
。 

 

（
不
受
理
、
不
応
諾
、
不
成
立
又
は
取
下
げ
の
場
合
の
和
解
あ
っ
せ
ん
申
立
て
） 

第
四
十
三
条 

申
立
人
は
、
臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
の
申
立
て
が
不
受
理
と
な
り
、
又
は
不
応
諾
、
不
成
立
若
し
く
は
取
下
げ
に
よ
り
終
了
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
セ
ン
タ

ー
に
対
し
て
、
和
解
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
手
数
料
） 

第
四
十
四
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
申
立
手
数
料
は
徴
取
せ
ず
、
無
料
と
す
る
。 

２ 

申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
調
停
が
成
立
し
た
場
合
は
、
六
万
円
（
消
費
税
込
）
の
成
立
手
数
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
半
額
ず
つ
セ
ン
タ
ー
に
納
付
す
る
。 



 

 

３ 

申
立
人
と
相
手
方
は
、
合
意
に
よ
り
、
前
項
の
成
立
手
数
料
の
負
担
割
合
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
停
人
は
、
当
該
期
日
の
開
催
中

即
時
に
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
対
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
、
合
意
に
よ
り
各
人
が
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
成
立
手
数
料
の
金
額
（
消
費
税
税
込
の
金
額
）
を
通
知
す
る
。 

４ 
申
立
人
及
び
相
手
方
は
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
成
立
手
数
料
を
請
求
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
受
信
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
口
座
に
振
り
込
む

方
法
に
よ
り
成
立
手
数
料
を
支
払
う
（
振
込
手
数
料
は
振
込
人
の
負
担
と
す
る
。
）
。 

 

（
鑑
定
そ
の
他
専
門
技
術
的
判
断
の
資
料
等
） 

第
四
十
五
条 
事
件
の
審
理
の
た
め
に
必
要
な
鑑
定
そ
の
他
の
専
門
技
術
的
な
判
断
資
料
を
得
る
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
当
事
者
の
負
担
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
当
事
者
が
鑑
定
人
そ
の
他
の
資
料
作
成
者
に
直
接
支
払
う
。 

 

（
苦
情
処
理
手
続
） 

第
四
十
六
条 

臨
時
Ｗ
ｅ
ｂ
調
停
手
続
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
を
申
し
立
て
る
者
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
苦
情
の
概
要
を
記
載
し
た
苦
情
申
立
書
を

セ
ン
タ
ー
に
郵
送
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
に
よ
る
申
立
て
を
受
け
た
と
き
は
、
委
員
会
委
員
三
人
以
上
を
指
名
し
て
小
委
員
会
を
設
置
し
、
苦
情
申
立
て
の
内
容
の
調
査
及
び
苦
情
処
理

の
方
法
の
審
議
を
行
わ
せ
、
委
員
会
に
お
い
て
報
告
さ
せ
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
報
告
を
受
け
、
苦
情
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
決
議
す
る
。 

４ 

委
員
会
の
委
員
長
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
に
対
し
、
確
認
し
た
事
実
及
び
苦
情
処
理
の
結
果
を
書
面
又
は
口
頭
で
通
知

す
る
。 

 

（
調
停
人
の
報
酬
） 

第
四
十
七
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
調
停
人
に
対
し
て
、
期
日
日
当
は
支
給
し
な
い
。 

２ 

セ
ン
タ
ー
は
、
調
停
人
に
対
し
て
、
調
停
が
成
立
し
た
と
き
の
成
立
報
酬
を
次
の
分
類
に
従
っ
て
支
払
う
。 

一 

一
人
の
調
停
人
が
選
任
さ
れ
た
事
件
の
場
合 

四
万
円
（
消
費
税
込
） 

二 

複
数
の
調
停
人
が
選
任
さ
れ
た
事
件
の
場
合 

一
人
二
万
五
千
円
（
消
費
税
込
） 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
承
認
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


